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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
検
証
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

官
民
フ
ァ
ン
ド
の
活
用
推
進
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
、
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
運
営
状
況
の
検
証
を
政
府
一
体
と
な
り
関
係
行

政
機
関
が
連
携
し
て
行
う
た
め
、
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
七
日
に
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
活
用
推
進
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議

（
以
下
「
閣
僚
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
「
運
営
全
般
（
政
策
目
的
、
民
業
補
完
等
）
」
、
「
投
資
の
態
勢
及
び
決

定
過
程
」
、
「
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
、
「
民
間
出
資
者
の
役
割
」
及
び
「
監
督
官
庁
及
び
出
資
者
た
る
国

と
各
フ
ァ
ン
ド
と
の
関
係
」
と
い
う
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
運
営
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
十
六
日
に
は
、
閣
僚
会
議
の
下
に
、
官
民
フ

ァ
ン
ド
の
活
用
推
進
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
（
以
下
「
幹
事
会
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
検
証
を
開
始
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
個
別
の
官
民
フ
ァ
ン
ド
ご
と
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

個
別
の
官
民
フ
ァ
ン
ド
ご
と
に
現
在
行
っ
て
い
る
検
証
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
決
定
後
、
初
め
て
の
検
証
で
あ
る
こ
と
か

一



ら
丁
寧
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
で
き
る
限
り
早
期
に
検
証
結
果
を
公
表
す
る
方
針
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
検
証
作
業
」
に
つ
い
て
は
、
閣
僚
会
議
の
下
に
開
催
す
る
幹
事
会
に
お
い
て
、
金
融
庁
及

び
有
識
者
の
参
加
を
得
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


